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はじめに ～ 新型コロナが浮き彫りにした課題

•公衆衛生上の要請と、個人情報・プライバシー保護のバランス

•パンデミックにおけるデータ活用・政府のデジタル化のニーズ
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•「2000個問題」
⇒令和３年改正で手当

PPCによる積極的な解釈
運用につながるか



感染症関連の法令
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感染症法 検疫法・入管法
• 発生届
• 積極的疫学調査
 感染症の発生の状況・動向・原
因・予防のための質問・調査

• 公表義務
 感染症の発生の状況・動向・原
因及び予防・治療に必要な情報

 公表にあたっては「個人情報の
保護に留意しなければならな
い」

• 検疫感染症は、質問、診察・検査、
隔離、停留、消毒等の措置の対象

• 新型コロナの水際措置として：
 全ての入国者について、MySOS
（入国者健康居所確認アプリ）
による位置情報の報告・保存

 上のアプリによる個人情報の収
集についての誓約書

 違反した場合には氏名公表



感染症関連の法令
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新型インフルエンザ特措法 予防接種法
• 対策による国民の自由と権利に対
する制限は、対策を実施するため
必要最小限のものでなければなら
ない

• 患者等の人権が尊重され、及び何
人も差別的取扱い等を受けること
のないようにするため、実態の把
握・相談支援・情報の収集等を行
う

• 新型コロナワクチンは臨時接種の
特例

• ワクチン接種は努力義務
• 予防接種台帳は各市町村が5年間保
存

• 新たに「ワクチン接種記録システ
ム（VRS)」をローンチ
 データ反映までのラグ（2~3ヶ
月）や接種証明への対応のため

 利用・入力は要請ベース
 マイナンバーを活用して、他の
自治体へ提供

• 副反応疑い報告・予防接種後健康
情報調査について、SNSやオンラ
インフォームを活用



個情法における位置付け
• 新型コロナの罹患・陽性判定＝要配慮個人情報

取得・第三者提供について本人同意が必要
オプトアウト禁止

• 本人同意の例外

- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要＋本人の同意困難
- 公衆衛生の向上のために特に必要＋本人の同意困難
- 国・地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要＋本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及
ぼすおそれ
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（参考）令和３年改正
「条例要配慮個人情報」⇒地域特性に応じて追加で特定できるが、地方公共団体
による取得・提供等への独自の規律は不可



ワクチン接種情報・証明書

 ワクチン接種情報＝要配慮個人情報に準ずる
プライバシーにも留意の上、取得＋第三者提供は慎重に行う

【参考：EU】
 雇用主によるワクチン接種情報の収集について、適法化根拠の
有無について国によって見解が分かれている

GDPR９条２項ｂ号（雇用の分野における管理者の義務を履行する目的）

 EU COVID Certificate：7月1日から運用開始
 ワクチン接種のみならず、PCR・迅速抗原検査の陰性、

罹患・回復が証明の対象

 European Data Protection Board (EDPB) とEuropean Data 
Protection Supervisor (EDPS) が意見提出
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感染者情報の公表とプライバシー
2020年2月：新型コロナに関する公表に関する基本方針（MHLW）
⇒法令上関係者の同意は不要であるが、プライバシーや不当な差別・偏見に
留意が必要
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出典：厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部「新型コロナウイルス感染症が発生した場合における情報の公表について （補足） 」
（https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf）

https://www.mhlw.go.jp/content/000652973.pdf


接触確認アプリ
１．経緯

現在はVer. 1.2.5まで更新、DL数は291万回、陽性登録件数は21,931
件（7月末現在）
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2020.4 内閣官房新型コロナ感染症対策テックチーム発足
2020.5 テックチーム有識者検討会合

プライバシー及びセキュリティ上の評価及びシ
ステム運用上の留意事項

PPC
コンタクトトレーシングアプリを活用するため
の考え方

2020.6 Ver. 1.1.0リリース
2021.1 Android版アプリの不具合判明
2021.4 COCOA不具合調査・再発防止策検討チームによる報

告書



接触確認アプリ（つづき）
２．COCOAの仕組み

位置情報の取得なし、端末マッチング型
⇒プライバシーに最大限配慮
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出典：羽深 宏樹 「接触確認アプリCOCOA導入の背景と特徴」
（https://www.jlf.or.jp/wp-
content/uploads/2020/08/kenshu_200710_004.pdf）

出典：新型コロナウイルス感染症対策テックチーム事務局「接触確認アプリの導入
に係る 各国の動向等について」（一部略）
(https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/techteam_2020050
8_02.pdf）

https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2020/08/kenshu_200710_004.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/techteam_20200508_02.pdf


接触確認アプリ（つづき）
３．有識者検討会合による検討
• 検討項目：プライバシー、セキュリティ、透明性、インクルーシブ
ネス等

• 処理番号は行個法上の要配慮個人情報
• 「行個法（中略）の適用関係にかかわらず、サービスの利用開始及
び陽性者登録等の重要な局面において、ユーザーの同意を取得する
ことを原則とすると共に、情報のライフサイクル（取得、保管、利
用、移転、削除）の各過程において、プライバシーに対する十分な
配慮」必要
⇒PPCのガイダンス（2020年5月1日）でも、個人の任意の判断に
依拠することの重要性が強調されている
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サーマルカメラ

• PPC：検温情報に関するガイダンス（2021年3月19日）
 顔画像を撮影し、そこから抽出した顔特徴量を用いて非接触式体
温測定を行う場合

 顔画像＝個人情報、検温情報≠要配慮個人情報
 MIC & METI：「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的
の取組における配慮事項～感染症対策のユースケースの検討につい
て～」
 運用実施主体を明確化し、利用目的を公表
 可能な限り事前告知
 データは出来る限り即時廃棄、アクセス制御その他安全管理措置
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（参考）フランス 2020年6月21日コンセイユデタ判決
小学校入り口前のカメラ（全員の体温が測定され、機器操作者がおり、体温が高い場合
は入校できない）＝自由な同意ではなく、GDPR違反
（金塚彩乃「体温測定と個人情報」第５回情報法制シンポジウム報告
https://www.jilis.org/events/data/20210713jilis_online-sympo-kanezuka.pdf）



ご静聴ありがとうございました

お問い合わせ先：

鈴木明美（すずき・あけみ）
akemi_suzuki@noandt.com

長島・大野・常松法律事務所パートナー

主な取扱分野は、クロスボーダーを中心とする企業法務一般のほか、国内外の企業に
対するデータ保護規制、プラットフォームビジネス規制、その他データにまつわる
様々な法律問題に関する助言。

ヘルスケア・個人情報保護に関連する近時の著作：
• GDPRが製薬企業の事業活動に与える影響

NO&T Health Care Law Update ～薬事・ヘルスケアニュースレター（法律救急箱）～ 第18号（2021年2月）

• カリフォルニア州プライバシー権法（California Privacy Rights Act of 2020）
NO&T Data Protection Legal Update ～個人情報保護・データプライバシーニュースレター～ 第1号
（2020年12月）

• カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）
NO&T Client Alert（2019年9月25日号）
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